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新年家族例会特集 
 

◆ポール・ハリス・フェロー 授与式 

 山岡一夫会員 

 

 

 

◆会長報告 

  皆さんこんばんは。 

  新年あけましておめでとうございます。 

  本日は 2009 年最初の例会で、５回予定されております親睦例会の

４回目、家族例会としましては２回目で 50 名という会員様、家族様

をお迎えしての例会となります。多くの皆様に参加していただきあり

がとうございます。 

  さて、昨年は 100 年に一度の経済危機と言われ、1929 年の世界恐

慌と比較される事が多かったように思われます。世界恐慌は 1929 年

10 月 24 日木曜日 10 時 25 分のＧＭの株価下落から始まりました。この日、シカゴとバッファ

ローの市場は閉鎖され、投機業者で自殺したものも 11 名を数え、後に「暗黒の木曜日（Black 

Thursday）」と言われました。世界恐慌の影響ですが、ＧＤＰが恐慌前の水準に戻るまで日本は

５年、アメリカは 12 年間 1941 年まで回復することができませんでした。この間、ＲＩも世界

恐慌が原因でロータリークラブを 27 クラブ失っております。ただし、ＲＩのクラブ総数、会員

数、国数は 1930 年代の世界恐慌期間も、毎年増加し続けてきました。減少したのは、第二次世

界大戦時（1941 年～1945 年）のみです。戦争はいざ知らず、経済不況ではロータリアンは負け

なかったようです。 

  今年は、大変な年になることが予想されます。100 年に一度の危機は 100 年に一度の 

CHANCE を与えてくれます。大きな変化、変革が起ころうとしております今年です。英語の 

CHANGE の "G" を "C" に変え CHANCE にして行きましょう。 我々ロータリアンは各業

種の業界代表者の集まりです。 

  このように家族があり、仲間がいます。お互い知恵を出し合い、力を合わせてこの難局を乗り

越えて行きましょう。ロータリークラブで学んだ事を職場、地元、同業者に持って帰り伝え、業
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界のリーダーシップを発揮して頂きたいと祈念いたしまして、会長の時間とさせていただきます。 

 

◆幹事報告 

 Ｇ10・Ｇ11 合同インターシティーミーティング実行委員会より ＩＭ詳細 

 

（例会変更） 

  福山西 RC 2009 年 1 月 6 日（火）→ 1 月 10 日（土）19：00～ 

        新年夫人同伴夜間例会 福山ニューキャッスルホテル 

        2009 年 1 月 20 日（火）→ 同日 19：00～ 夜間例会 福山ニューキャッスルホテル 

         

◆出席報告  ○会員数 37 名  ○出席率 90.62％ 

        欠席者  6 名  赤阪さん 藤原(美)さん 岩永さん 麦谷さん  

佐藤(貢)さん 谷原さん 

                  

◆会員誕生記念祝      藤原美則さん、門田一治さん 

 会員奥様誕生記念祝    藤原幸子さん、麦谷敬子さん、佐藤純子さん、今井由美子さん 

   

◆プログラム 親睦会 

 

 

司会 平田会員                 乾杯 眞田創立会長 

 

 

 

 

 

 

           

箏 岡田 明子様  尺八 占部 三竜様 
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◆次回例会   

  1 月 20 日（火）  ＲＩ理解月間 

 1 月 27 日（火）  休会 （定款第 5 条第 1 節により） 

 


